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【事例２】「ヘッドライトの昼間点灯」をしてい
　　　　 れば防げたかもしれない事故

概要）
午前 11 時ごろ、普通乗用車Ａ（ 21 歳男性）は、
丁字路交差点（信号機なし）を右折する際、対
向車通過待ちのため右折車線で一時停止しまし
た。何台かの対向車が通過後、右折可能と判断
し、右折を開始しました。右折開始後まもなく、
対向車線に原付Ｂ（76 歳男性）を認め、ブレー
キをかけましたが間に合わず、時速約 20km で
衝突しました。
Ｂは片側２車線道路の左側第１車線を時速約
35km で直進中、対向右折車線にＡを認知しま
した。Ａが車両の通過待ちで停止しているもの
と判断し、等速で交差点に進入したところ、急
にＡが右折進行し、回避できずに衝突しました。

人身損傷程度）
Ｂはヘルメットを正しく着用していたため、路
面に頭部を打ちつけましたが、頭部の損傷はな
く、骨盤骨折の重傷を負ったものの、一命をと
りとめました。
要因）
Ａは安全確認が不十分であったため、Ｂを見落
としました。
Ｂはヘッドライトを消灯していたこと、及び車
体色が景色に同化していたこともあり、見落と
されたものと思われます。また、他の直進車両
の死角に入っていたことも考えられます。
対策）
ヘッドライトの昼間点灯を行い、できる限り周
囲に自分の存在を示すことが重要です。また、
他の車両の死角に入らないよう、車間距離を十
分取りましょう。

図17　原付Ｂ車両図16　現場写真

図15　事故発生状況図
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【事例３】「ヘルメットの正しい着用と保護具の 
  　　　　着用」をしていれば助かっていたか
　　　　  もしれない事故

概要）
午前 11 時ごろ、普通貨物車Ａ（ 43 歳男性）は、
往復１車線の見通しの悪い十字路交差点（一時
停止規制なし）に時速 50km から 35km に減速
して進入し、右方より同様に徐行することなく
進入してきた原付Ｂ（ 72 歳男性）と出会い頭
に衝突しました。
人身損傷程度）
Ｂはヘルメットを着用していましたが、あごひ
もを締めていなかった（又は緩く締めていた）
ため、衝突後に離脱しました。

このため、Ｂは頭部を路面にぶつけ、大脳損傷
及び頭蓋骨骨折により亡くなりました。
要因）
Ｂはヘルメットを正しく着用していなかったた
め、ヘルメットの離脱により頭部を損傷しました。
また、Ａ及びＢ共に、見通しの悪い交差点での
徐行、及びカーブミラーでの確認を怠りました。
対策）
あごひもをしっかり締め、ヘルメットを正しく
着用することが重要です。
また、見通しの悪い交差点では徐行しなければ
いけません。カーブミラーが設置してある交差
点では、カーブミラーで確実に安全確認する習
慣をつけましょう。

図19　現場写真

図18　事故発生状況図
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（１）「事故を起こさない」ためには
　   （予防安全）

■ 交差点での「一時停止と安全確認」の
　 励行
　高齢者の原付事故による死者の半数は

「出会い頭事故」で亡くなっています。「一
時停止規制を無視」して飛び出す事故が多
く見られます。一時停止規制のある場所で
は、一時停止をすることは当然ですが、交
差車両について安全確認を行い、的確なタ
イミングで走行することが重要です。
　自分の命を守るために交差点での「一時
停止と安全確認」を行ってください。

■ ヘッドライトの昼間点灯
　高齢者の昼間の事故では、半数以上が
ヘッドライトを消灯しています。ヘッドライ
トを消灯していることで、相手から見落とさ
れて発生している事故が多いと思われます。
　相手車両からの見落としを防ぐために

「ヘッドライトの昼間点灯」を心がけてく
ださい。

（２）「起きた時の被害を軽減する」ためには
　　（衝突安全）

■ ヘルメットの正しい着用と保護具の
　 着用
　原付では頭部を損傷することで死に
至っている事故が高齢者の死亡事故の約
半数を占めています。頭部の保護に対
しては、「ヘルメット着用」は絶対です。
ただし、ヘルメットを着用していても「離
脱」することで死に至る事故も多く、致
死率は「非着用」の場合に近い値です。
あごひもをしっかり締めるなど、「ヘル
メットを正しく着用する」ことが重要で
す。また、胸部など頭部以外を損傷して
死に至っている事故も見られます。高齢
者ほど致死率は高くなるので、「胸部プ
ロテクタなどの保護具や厚手のしっかり
とした上着の着用」等、服装にも十分注
意してください。
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　今後、加速する高齢化社会において、高齢者が当事者となる原付事故の増加が懸念されます。

　交差点での飛び出しによる出会い頭事故が多く発生しています。高齢者の原付事故はほとんどが
自動車との事故です。自動車運転者も事故の当事者にならないよう、優先道路を走っているからと
安心せず、交差点では交差車両の飛び出しに対応できるよう注意して走行してください。 
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